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議第４８号

香芝市文化施設条例の一部を改正することについて

香芝市文化施設条例の一部を次のとおり改正する。

令和４年９月２９日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市文化施設条例の一部を改正する条例

香芝市文化施設条例（平成１９年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「市民」の次に「（市内に在住し、又は在勤する者をいう。以下同

じ。）」を加える。

第１９条を第２１条とし、第１２条から第１８条までを２条ずつ繰り下げる。

第１１条第１項中「掲げる文化施設」の次に「の室」を加え、「もの」を「

者」に改め、同項ただし書中「と認められるときは」を「ときは」に改め、同

条を第１３条とし、第１０条を第１１条とし、同条の次に次の１条を加える。

（文化施設の利用）

第１２条 文化施設は、市民のほか、市民以外の者も利用することができる。

２ 次条第１項の許可その他の文化施設の管理に当たっては、市民による利用

が市民以外の者の利用に優先されるよう適切に配慮されなければならない。

３ 市民が他の市町村が管理する文化芸術活動及び生涯学習活動の促進に寄与

する公の施設又はスポーツ及びレクリエーションの振興のための公の施設を

当該市町村の住民と同様の条件で利用することができることとされている場

合であって、あらかじめ市長が指定したときは、当該市町村内に在住し、又

は在勤する者に市民と同様の条件で文化施設を利用させることができる。

４ 市長は、前項の規定による指定をしたとき、又はその指定を取り消したと

きは、速やかにその旨を公告しなければならない。

第９条中「第５条」を「第６条」に、「第４条第１項」を「第５条第１項」

に改め、同条を第１０条とし、第８条を第９条とする。

第７条中「第５条第３項」を「第６条第３項」に、「及び」を「又は」に改

め、同条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。

第４条第２項第４号中「第１３条」を「第１５条」に改め、同条を第５条と

し、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。

（管理）

第３条 この条例及び他の条例に特別の定めがある場合を除き、市長が文化施

設を管理する。

別表中「第９条、第１１条、第１３条」を「第１０条、第１３条、第１５条

」に改め、同表のうち１ 各室の使用料の表備考に次のように加える。

５ 市民以外の者（第１２条第３項の規定により市長が指定した者を除く。

）が使用する場合の使用料は、規定の使用料の２倍に相当する額とする。

附 則

（施行期日）
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１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可し

た文化施設の利用に係る使用料について適用し、同日前に許可した文化施設

の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

（香芝市文化振興基金条例の一部改正）

３ 香芝市文化振興基金条例（平成２０年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。

第２条中「第６条」を「第７条」に改める。
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議第４９号

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第５号）について

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第５号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和４年９月２９日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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同第６号

香芝市副市長の選任につき同意を求めることについて

香芝市副市長の選任について、次の者を本市副市長に選任したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求

める。

令和４年９月２９日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日

堀 本 武 史


